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南越前町公共施設等総合管理計画改訂業務委託事業 

プロポーザル実施要領 

 

 

１ 実施の目的 

  本業務は、南越前町公共施設等総合管理計画の改訂業務である。実施に当たっては、価

格のみではなく、事業者（配置する従事者を含む。）に係る業務実績、専門性等を勘案し、総

合的な見地から判断して最適な事業者と契約を締結する必要があることから、プロポーザル

方式により契約の相手方となる候補者を選定するものとします。 

 

２ 業務の概要 

(1)業 務 名  南越前町公共施設等総合管理計画改訂業務委託事業 

(2)業 務 内 容  南越前町公共施設等総合管理計画の改訂業務 

(3)契約期間    契 約 日 の 翌 日 から令和９年２月２８日まで 

(4)契約上限金額  ４，４００，０００円（税込み） 

 

３ プロポーザルの方式 

本業務は公募型プロポーザルにより契約候補者を決定するものとします。 

 

４ プロポーザル選定委員会の設置 

契約候補者の選定は、南越前町公共施設等総合管理計画改訂業務委託事業プロポーザル

選定委員会設置要領に定める審査会が行うものとします。 

 

５ 参加要件 

プロポーザルに参加できる者（提案者になろうとする者）は、次に掲げる要件を満たす

ものでなければなりません。 

(1)南越前町指名競争入札参加資格者であること。 

(2)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定するものでないこと。 

(3)南越前町登録業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者および指名

停止の措置要件に該当しない者であること。 

(4)民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定による再生手続き開始の申立て、会社更

生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続き開始の申立てまたは破産法（平

成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続き開始の申立てが行われている者でないこ

と。 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6

号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関
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係を有していない者であること。 

(6)国税または地方税を滞納していない者であること。（公告日から３ヶ月以内） 

  

６ 質問の受付及び回答 

(1)提出期限 令和８年７月３日（金） １７時００分まで（必着） 

(2)提出方法 別添の質問書（様式第１０号の１）により、電子メールにより所管課宛に送

信してください。メールの件名は「南越前町公共施設等総合管理計画改訂業務委託に係るプ

ロポーザルの質問（会社名）でお願いします。 

 注）電子メール以外の方法で提出された質問に対しては、回答をいたしかねます。 

(3)提 出 先 南越前町総務課 

(4)回 答 日 令和８年７月６日（月） 

(5)回答方法 町ホームページに掲載し、回答内容を公表します。 

 

８ 参加表明書の作成要領 

(1)参加表明に必要となる書類と提出部数（５部） 

 ア 参加表明書（様式第１号） 

 イ 会社概要（様式第２号） 

 ウ 業務実績調書（様式第３号） 

 エ 業務の実施体制（様式第４号） 

(2)参加表明書の提出 

 ア 提出期限 令和８年６月２９日（月） １７時００分まで（必着） 

 イ 提 出 先 南越前町総務課 

 ウ 提出方法 持参または郵送 

注）郵送で提出する場合は、配達日時及び配達されたことを証明できる方法としてくだ

さい。 

 

９ 企画提案書等の作成要領 

(1)企画提案に必要となる書類と提出部数（各５部うち４部は写し可） 

 ア 企画提案書等提出届（様式第８号） 

 イ 企画提案書 

 ウ 参考見積書（任意様式） 

 ※その他必要な書類があれば明記すること。 

(2)企画提案書の提出 

 ア 提出期限 令和８年７月９日（木） １７時００分まで（必着） 

 イ 提 出 先 南越前町総務課 

 ウ 提出方法 持参または郵送 

注）郵送で提出する場合は、配達日時及び配達されたことを証明できる方法としてくだ

さい。 
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10 プレゼンテーションの実施 

(1)参加人数 

  1 者当たりの参加人数は 3人までとし、提案書にて届け出た責任者は必ず参加してくだ

さい。 

(2)プレゼンテーションの内容 

  プレゼンテーションは企画提案 

書の内容に基づいて行ってください。 

(3) プレゼンテーションに要する時間 

おおむね 20 分程度（提案内容説明を約 15 分、ヒアリングを約 5 分）とする。ただし、

参加者数に応じて、プレゼンテーションの時間配分を調整することがあります。 

(4)プレゼンテーションに要する機材 

参加者にて全て準備すること。大型モニターは本町で準備できるので、使用を希望する

場合は申し出てください。 

 

11 審査方法 

  プロポーザルの審査は、次のとおりとします。 

(1)第１次審査 

 参加表明をした者の参加資格について提出書類を審査し第１次審査通過者を選定します。 

なお、5者を超える第１次審査通過者があり、全提案者のヒアリング等の実施が困難であ

ると判断される場合は、審査基準に基づいて評価し、上位5者を選定します。 

ア 実 施 日 令和８年６月３０日予定 

イ 5 者を超える第１次審査通過者があり、全提案者のヒアリング等の実施が困難である

と判断される場合は、表①の基準に基づき、提出書類の内容を評価します。下位が同

点により複数あった場合は、業務実績調書（様式第３号）の内容を重視します。 

なお、評価について、内容の確認が必要な場合は、提案者に個別に質問する場合が

あります。 

ウ 第１次審査は事務局（総務課）が実施します。 

表① 第１次審査の評価項目及び配点 

評価項目 評価基準 配点 

業務実績 類似する業務実績をどの程度有しているか。 

① 企業の業務実績数（過去 5 年間） 

② ①のうち、官公庁および自治体の業務実績数 

20 点 

（うち①10 点、

②10 点） 

 

 (2)第２次審査 

  第１次審査により選考された者から企画提案書についてのプレゼンテーション等を実施

し、(3)に示す審査基準に基づいて評価し、最も優れている提案を特定します。 
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ア 実 施 日 令和８年７月中旬（詳細については別途通知します。） 

イ 実施場所 第１会議室 

(3)審査基準及び配点 

  プロポーザルは、次の審査基準により審査します。 

項目 評価内容 配点 

１ 業務についての経験若しくは 

技術的適性の有無に関する事項 

過去に本業務と同種業務に対する十分な実

績を有し、提案された手法の実現性は高い

か。 

20 

２ 業務の実施体制 業務の遂行に必要な体制（組織体制、スケ

ジュール等）が確保されているか。 
15 

３ 業務の実施方針及び実施提案の

妥当性 

 

・南越前町の特性（地形、人口、財政など）

を踏まえた実行可能で的確な内容となって

いるか。 

・本業務の目的及び課題等の理解度が高く、

仕様書の内容を満たした具体的な提案とな

っているか。 

・本業務の目的および課題解決に対して、

適切な方針が示されているか 

40 

４ 業務に要する経費 本業務に要する経費が適切に見積もられて

いるか。 
10 

５ その他業務の目的を達するため 

に有効な事項 

課題解決に有用な提案(独自提案等)がされ

ているか。 
15 

合計  100 

 

12 審査結果の通知 

(1)第１次審査 

  審査結果及びプレゼンテーションを実施する旨を、書面で通知します。 

(2)第２次審査 

  審査結果を書面により通知します。 

 

13 契約の締結 

  契約候補者特定後、速やかに随意契約の手続きを行うものとします。この場合において、

契約候補者として特定された者から見積書を徴収します。 

(1)仕様等の確定について 

  所管課は、契約締結に向けて、契約候補者と協議を行いますが、契約候補者の企画提案

書等に記載された全内容を承認するものではなく、協議において、必要な範囲内において

企画提案書の項目の追加・変更及び削除を行ったうえで本契約の仕様に反映させることが
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できるものとします。 

(2)契約金額について 

  契約金額は原則として、企画提案時に提出した見積額を超えないこととします。ただし、

協議時に企画提案書等に記載された項目に追加等があった場合はこの限りではありませ

ん。 

(3)契約書について 

  契約書は、町が作成します。 

 

14 企画提案書の無効（失格事項） 

  次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とします。 

(1)提案者が次のいずれかに該当するとき。 

  ア プレゼンテーションに出席しなかったとき。 

  イ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。 

  ウ 審査結果通知日までに、提案者が参加資格要件を満たさなくなったとき。 

  エ ２案以上の企画提案をしたとき。 

  オ 著しく信義に反する行為があったとき。 

  カ 契約を履行することが困難と認められるとき。 

(2)提案書が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。 

  イ 定められた作成形式または記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。 

  ウ 契約上限金額を公表している場合において、参考見積りの金額が契約上限金額を超

過したとき。 

  エ 企画提案書の記載内容が、法令違反など、著しく不適当な場合 

 

15 その他留意事項 

(1)提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(2)提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を

行うことがあります。 

(3)提出書類は返却しません。 

(4)提出書類は、契約候補者特定以外には提出者に無断で使用しません。 

(5)書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(6)参加表明書に記載した配置予定の管理技術者および担当技術者は、原則として変更でき

ないものとします。やむを得ない理由により変更する必要が生じた場合には、町と協議

の上、変更の可否を決定するものとします。 

(7)提出書類について、南越前町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則とし

て開示します（契約候補者特定前において、当該特定に影響を及ぼすおそれがある情報

については、特定後の開示とします。）。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営

上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報などは、同条例の規定により不開



6 
 

示としますので、これらの情報に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文書

により申し出てください。 

 

16 日程 

内 容 期 日 

公告 令和８年６月１５日（月） 

質問受付締切り 令和８年７月３日（金）１７時まで 

質問回答 令和８年７月６日（月） 

参加表明書の受付 令和８年６月２９日（月） 

第１次審査 令和８年６月３０日（火） 

提案書等受付締切り 令和８年７月９日（木）１７時まで 

第２次審査 令和８年７月中旬※詳細については別途通知します。 

結果通知 令和８年７月中旬予定 

契約締結 令和８年７月下旬予定 

業務開始 契約締結日から 

 

15 担当課（提出先・問合せ先） 

〒919-0292 南越前町東大道 29-1 

南越前町総務課  担当 上田（ｳｴﾀﾞ） 

電 話   0778-47-8000 

ＦＡＸ   0778-47-3261 

電子メール soumu@town.minamiechizen.lg.jp 

 

16 施行期間 

 本要領は、令和８年６月１５日から施行し、審査会が契約候補者の選定を終了したことを

もって廃止する。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 


